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「ART」事件
（期間の定めのない無償使用許諾契約の解約の

有効性が争われた事例）
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★キーポイント
　本判決は、存続期間や解約事由について明示
的な合意のない、関連会社との間の無償の使用
許諾契約について、商標権者が被許諾者である
関連会社の同意なく一方的に解約するには、そ
の解約を正当とする理由が必要であるとした事
例である。
　企業が事業戦略として関連会社を設立し、同
一の標章を付して製品の製造・販売等させる場
合に、特段の使用許諾契約を締結せず、存続期
間や解約事由についても取り決めないことは珍
しくない。本判決は、関連会社との間で成立し
た無償の使用許諾契約の解約の有効性を具体的
に判断した事例として参考になると思われる。

第１　事案の概要
　本件は、原告と被告平塚金属が、資本の系列並び
に代表者及び役員を同一とする系列会社として、そ
れぞれ独立採算ではあるものの、ピストンその他の自
動車部品の生産・販売に当たり、共通の標章として
原告各商標を用いて活動を行っていたところ、原告
の代表者が交代して以降、両者の関係が悪化し、原
告が被告らに対し、原告各商標と同一又は類似の被
告各標章の使用停止等を求めるに至った事案である。
　裁判所は、原告と被告平塚金属との間に、原告各
商標についての無償の使用許諾契約の成立を認め、
原告が被告平塚金属の同意なく同契約を一方的に解
約するには、原告と被告平塚金属との間の信頼関係
が取引関係を継続することができない程度に損なわ
れ、その修復が困難であることや、被告平塚金属が
原告各商標のブランドイメージを損なうような背信
行為を行ったことなど、その解約を正当とする理由
が必要であると解すべきであると判断した。
１　当事者

原告　アート金属工業株式会社
被告　平塚金属工業株式会社（被告平塚金属） 

株式会社山商エンタープライズ（被告山商）
箱崎貿易株式会社（被告箱崎貿易）

２　原告商標及び被告標章
【原告商標１】

登録番号：第578770号
出 願 日：昭和27年（1952年）８月30日
登 録 日：昭和36年（1961年）８月15日
指定商品：第７類「自動車の発動機の部品」他

【原告商標２】

登録番号：第1488595号の１
出 願 日：昭和46年（1971年）１月19日
登 録 日：昭和56年（1981年）11月27日　
指定商品：第７類「陸上の乗物用の動力機械の

部品」他
【被告標章１】
　ＡＲＴ

【被告標章２】
　“ＡＲＴ”

【被告標章３】
　ＨＡＲＴ

３　事実関係
（１）当事者

原告は、昭和21年12月28日に設立された、各
種内燃機関用ピストンの製造・販売を主たる目
的とする株式会社である１。

被告平塚金属は、昭和33年に設立された、各
種内燃機関用ピストンの製造・販売を主たる目
的とする株式会社である２。

原告及び被告平塚金属は、いずれもAを代表
者として設立された会社である。Aは昭和49年
まで両社の代表者を務め、同氏の死去後はその
子であるBが両社の代表取締役に就任した。

被告山商は、自動車部品の販売・輸出を主た
る目的とする株式会社である。

被告箱崎貿易は、大型車両用修理部品、用品
の販売・輸出を主たる目的とする株式会社である。

（２）原告各商標と被告各標章
原告は、原告各商標の商標権を有している。
原告商標１及び２は、それぞれ、被告標章１

及び２と同一である（以下、これらの標章を総
称して「ART」といい、同各標章が付された製
品を「ART製品」ということがある。）。

被告平塚金属が製造し、被告各標章を付して
販売等していた内燃機関用ピストン（以下、「被


